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国
際
海
事
機
関
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
の
判
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
国
際
海
事
機
関
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
の
判
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質
（
平
成
十
八
年
十
二
月
環
境
省
告
示
第
百
四
十
八
号
）
（
抄
）

改

正

案

現

行

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
別
表
第
一
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か

二

令
別
表
第
一
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か

ら
Ｙ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す

ら
Ｙ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す

る
物
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号

る
物
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号

ニ
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物

ニ
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物

質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

物

質

係

数

物

質

係

数

ア
マ
ナ
ズ
ナ
種
子
油

一

(1)
～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

(2)

(4)

(1)

(3)

ア
ル
キ
ル
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一

ア
ル
キ
ル
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一

(5)

(4)

塩
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
十
八
か
ら
二
十
八

塩

ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

ア
ル
キ
ル
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一

ア
ル
キ
ル
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一

(6)

(5)

塩
の
ほ
う
酸
エ
ス
テ
ル
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数

塩
の
ほ
う
酸
エ
ス
テ
ル

が
十
八
か
ら
二
十
八
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合

物
に
限
る
。
）

～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

(7)

(11)

(6)

(10)

三
―
（
三
・
五
―
ジ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル

一
〇

三
―
（
三
・
五
―
ジ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル

一
〇

(12)

(11)

―
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

―
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

ア
ル
キ
ル
エ
ス
テ
ル
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が

ア
ル
キ
ル
エ
ス
テ
ル
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が

七
か
ら
九
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
で
あ
っ

七
か
ら
九
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る

て
、
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で

。
）

あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い

る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

ジ
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
ベ
ン
ゾ
ア
ー
ト

一
○

(13)
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ

る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る

状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

(14)

(16)

(12)

(14)

水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
○

(17)
及
び
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
混
合
溶
液
（
濃
度
が
四

十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

・

（
略
）

（
略
）

・

（
略
）

（
略
）

(18)

(19)

(15)

(16)
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テ
レ
フ
タ
ル
酸
ジ
―
二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル

一

(20)

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(21)

(17)

ナ
ト
リ
ウ
ム
メ
ト
キ
シ
ド
（
濃
度
が
二
十
一
重

二
五

ナ
ト
リ
ウ
ム
メ
ト
キ
シ
ド
（
濃
度
が
二
十
一
重

二
五

(22)

(18)

量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

の
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
溶
液
又
は
他
の
海
洋
環
境

の
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
溶
液
に
限
る
。
）

の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
若
し
く
は

有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

・

（
略
）

（
略
）

・

（
略
）

（
略
）

(23)

(24)

(19)

(20)

ぶ
ど
う
油

一

(25)
～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

(26)

(31)

(21)

(26)

三

令
別
表
第
一
第
三
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か

三

令
別
表
第
一
第
三
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か

ら
Ｚ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す

ら
Ｚ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す

る
物
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号

る
物
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号

ニ
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物

ニ
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物

質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

物

質

係

数

物

質

係

数

ア
ク
リ
ル
酸
及
び
エ
テ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
の
共
重

○

(1)
合
体
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
並
び
に
ホ
ス
ホ
ン
酸
塩
の

混
合
溶
液

エ
チ
ル
タ
ー
シ
ャ
リ
ペ
ン
チ
ル
エ
ー
テ
ル

○

(2)
～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

(3)

(5)

(1)

(3)

ポ
リ
（
Ｌ
―
ア
ス
パ
ラ
ギ
ン
酸
）
の
ナ
ト
リ
ウ

○

(6)
ム
塩
水
溶
液
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か

ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混

合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

）
無
水
マ
レ
イ
ン
酸
及
び
プ
ロ
パ
―
二
―
エ
ン
―

○

(7)
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
共
重
合
体
の
溶

液～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

(8)

(10)

(4)

(6)

四

令
別
表
第
一
の
二
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見

四

令
別
表
第
一
の
二
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見

地
か
ら
有
害
で
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質
は
、
次
の

地
か
ら
有
害
で
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号
ニ
の
規
定
に
基
づ

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号
ニ
の
規
定
に
基
づ

き
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ

き
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

物

質

係

数

物

質

係

数

ア
ク
リ
ル
酸
及
び
ジ
ア
リ
ル
ジ
メ
チ
ル
ア
ン
モ

〇

(1)
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ニ
ウ
ム
ク
ロ
ラ
イ
ド
の
共
重
合
体
の
ナ
ト
リ
ウ
ム

塩
水
溶
液
（
分
子
量
が
千
五
百
か
ら
四
千
ま
で
の

も
の
及
び
そ
の
混
合
物
で
あ
っ
て
、
他
の
海
洋
環

境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有

害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ

れ
る
も
の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

(2)

(5)

(1)

(4)


